
令和 7 年第４回王滝村議会１２月定例会 

議 案 目 録 

 

 

 

議第 66 号    木曽広域連合規約の変更について 

 

議第 67 号  王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め  

る条例の一部を改正する条例について  

 

議第 68 号  王滝村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について  

 

議第 69 号  王滝村村道の路線廃止について 

 

議第 70 号  王滝村村道の路線変更について 

 

議第 71 号  令和 7 年度王滝村一般会計補正予算（第 4 号）について 

 

議第 72 号  令和 7 年度王滝村特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算（第 3 号） 

       について 

 

議第 73 号  令和 7 年度王滝村公営企業簡易水道事業会計補正予算（第 3 号）について 

 

 

 

 



１２月定例議会  説明資料 

 

 

１ 変更事由 

  木曽広域連合では、６町村が連携して広域的な行政課題に取り組んできたが、

今後さらに複雑化・広域化する地域課題に対し、より効果的かつ持続可能な行

政運営を実現するためには、県と６町村が一体となった体制の構築が不可欠で

ある。これを踏まえ、長野県が木曽広域連合に参画することにより、広域連合

の機能強化、業務の効率化、地域資源の活用促進、住民サービスの向上が期待

される。 

このような背景と目的に基づき、木曽広域連合規約の一部を改正し、長野県

を構成団体として追加するための所要の改正を行う。 

 

 

２ 変更内容 

木曽広域連合の構成団体に長野県を追加するため、関係条文及び別表を変更

するもの。 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

議第６６号  木曽広域連合規約の変更について 



議第６６号 

 

木曽広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 291条の３第１項の規定により、木曽

広域連合規約（平成 11年３月 15日長野県指令 10地第 1280号）の一部を別紙の

とおり変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月１８日  提 出 

                   王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

令和７年１２月  日  議 決 

    王滝村議会議長  下 出 謙 介 

 

 

 



木曽広域連合規約の変更に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 291条の３第１項の規定により、木曽

広域連合規約（平成 11年３月 15日長野県指令 10地第 1280号）の一部を別紙の

とおり変更することについて、協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

                      王滝村長  越 原 道 廣   

 

 

 



 

木曽広域連合規約の変更に関する協議について 

 

   木曽広域連合規約の一部を次のとおり変更する。 

      

 第２条中「は、」を「は、長野県、」に、「関係町村」を「構成団体」に改める。  

 第３条中「関係町村」を「木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村及び大桑村（以

下「関係町村」という。）」に改める。      

 第４条第１項第 33 号を次のように改める。      

 (33) 火薬類の譲渡又は消費等の許可等に関する事務 

 第４条第１項に次の１号を加える。 

(34) 液化石油ガス設備工事の届け出の受理に関する事務     

 第４条第２項中「町村」を「団体」に改める。 

第５条第 20 号及び第 22 号中「関係町村」を「構成団体」に改める。   

 第７条中「20 人」を「21 人」に改める。      

 第８条第１項中「関係町村」を「構成団体」に改め、同条第２項中「関係町村」を「構

成団体」に改め、同項中第６号を第７号とし、第１号から第５号までを１号ずつ繰り下

げ、第２号の前に次の１号を加える。 

 (1) 長野県 １人  

第８条第３項中「関係町村」を「構成団体」に改める。    

 第９条中「関係町村」を「構成団体」に改める。      

 第 11 条第１項中「５人」を「６人」に改める。      

 第 12 条第１項中「関係町村」を「構成団体」に改め、同条第２項に次のただし書を加え

る。 

ただし、これによりがたい場合においては、広域連合長が別に定めることができる。  

 第 12 条第３項を次のように改める。 

３ 副広域連合長は、広域連合長が議会の同意を得て、構成団体の長又は構成団体の職員

のうちから選任する。      

 第 13 条を次のように改める。 

（執行機関の任期）      

第 13 条 広域連合長の任期は、構成団体の長としての任期による。    

２ 副広域連合長の任期は、構成団体の長から選任される者にあっては構成団体の長とし

ての任期、構成団体の職員にあっては４年とする。 

３ 副管理者の任期は、４年とする。      



 第 18 条第１項第１号及び第２項中「関係町村」を「構成団体」に改める。  

      

 

 
 

 

　　　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   を　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　に、

「

処理事務 町村 負担割合

」

「

処理事務 団体 負担割合

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

「
１　木曽地域の広
域行政の推進に関
する事務

木曽町、上松町、南木
曽町、木祖村、王滝
村、大桑村

全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

２　広域的な課題
の調査研究に関す
る事務

同上 全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

３  景観基本構想
の推進に関する事
務

同上 全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

」

「

１　木曽地域の広
域行政の推進に関
する事務

長野県、木曽町、上松
町、南木曽町、木祖
村、王滝村、大桑村

全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

２　広域的な課題
の調査研究に関す
る事務

同上 全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

３  景観基本構想
の推進に関する事
務

木曽町、上松町、南木
曽町、木祖村、王滝
村、大桑村

全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

」



 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

「
20　広域的な観光
振興に関する事務

木曽町、上松町、南木
曽町、木祖村、王滝
村、大桑村

全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

21　広域的な幹線
道路網の整備の促
進及び連絡調整に
関する事務

同上 全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

22　広域的な公共
交通に関する事務

同上 全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

23　広域的な移住
定住促進に関する
事務

同上 全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

」

「
20　広域的な観光
振興に関する事務

長野県、木曽町、上松
町、南木曽町、木祖
村、王滝村、大桑村

全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

21　広域的な幹線
道路網の整備の促
進及び連絡調整に
関する事務

木曽町、上松町、南木
曽町、木祖村、王滝
村、大桑村

全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

22　広域的な公共
交通に関する事務

長野県、木曽町、上松
町、南木曽町、木祖
村、王滝村、大桑村

全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

23　広域的な移住
定住促進に関する
事務

木曽町、上松町、南木
曽町、木祖村、王滝
村、大桑村

全体事業費 平均割　20％、人口割
80％

」



 
 

  附 則      

    この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

「
33　知事の権限に
属する事務の処理
の特例に関する条
例(平成11年長野
県条例第46号)に
より、広域連合が
処理することとさ
れた次に掲げる事
務
(1)　火薬類の譲
渡又は消費等の許
可等に関する事務
(2）　液化石油ガ
ス設備工事の届け
出の受理に関する
事務

同上 全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

」

「
33　火薬類の譲渡
又は消費等の許可
等に関する事務

同上 全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

34　液化石油ガス
設備工事の届け出
の受理に関する事
務

同上 全体事業費 広域連合の議会の議決
を経て広域連合長が別
に定める。

」



木曽広域連合規約 新旧対照表 

新 旧 

別表(第 4 条、第 18 条関係) 

 

処理事務 団体 負担割合 

1 木曽地域の

広域行政の推

進に関する事

務 

 

長野県、木曽町、上松

町、南木曽町、木祖

村、王滝村、大桑村 

全体事

業費 

 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

2 広域的な課

題の調査研究

に関する事務 

同上 全体事

業費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

3  景観基本構

想の推進に関

する事務 

木曽町、上松町、南木

曽町、木祖村、王滝

村、大桑村 

全体事

業費 

平均割 20％、 

人口割 80％ 

4～19 略     

20 広域的な

観光振興に関

する事務 

 

長野県、木曽町、上松

町、南木曽町、木祖

村、王滝村、大桑村 

全体事

業費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

 

別表(第 4 条、第 18 条関係) 

 

処理事務 町村 負担割合 

1 木曽地域の広

域行政の推進に

関する事務 

 

木曽町、上松町、南

木曽町、木祖村、王

滝村、大桑村 

全体事業

費 

 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

 

2 広域的な課題

の調査研究に関

する事務 

同上 全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

3  景観基本構想

の推進に関する

事務 

同上 全体事業

費 

平均割 20％、 

人口割 80％ 

4～19 略     

20 広域的な観

光振興に関する

事務 

 

木曽町、上松町、南

木曽町、木祖村、王

滝村、大桑村 

全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

  



21 広域的な

幹線道路網の

整備の促進及

び連絡調整に

関する事務 

木曽町、上松町、南

木曽町、木祖村、王

滝村、大桑村 

全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

22 広域的な

公共交通に関

する事務 

 

長野県、木曽町、上

松町、南木曽町、木

祖村、王滝村、大桑

村 

全体事業

費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

23 広域的な

移住定住促進

に関する事務 

木曽町、上松町、南

木曽町、木祖村、王

滝村、大桑村 

全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

24～32 略    

33 火薬類の

譲渡又は消費

等の許可等に

関する事務 

同上 全体事業

費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

 

 

 

 

 

 

21 広域的な幹

線道路網の整備

の促進及び連絡

調整に関する事

務  

同上 全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

22 広域的な公

共交通に関する

事務 

 

同上 全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

23 広域的な移

住定住促進に関

する事務 

同上 全体事業

費 

平均割 

20％、人口割 

80％ 

24～32 略    

33 知事の権限

に属する事務の

処理の特例に関

する条例(平成 11

年長野県条例第

46 号)により、広

域連合が処理す

ることとされた

次に掲げる事務 

(1) 火薬類の譲

渡又は消費等の

同上 全体事業

費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 



 

 

 

 

 

 

34 液化石油

ガス設備工事

の届け出の受

理に関する事

務 

同上 全体事業

費 

広域連合の議

会の議決を経

て広域連合長

が別に定め

る。 

 

 

備考 略 

許可等に関する

事務 

(2） 液化石油

ガス設備工事の

届け出の受理に

関する事務 

（新設） 

 

 

 

 

 

   

 

備考 略 

 



 

 

 

 

   

本改正は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第２項の規定に

基づき定められた「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平

成 26 年厚生労働省令第 63 号）の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部

を改正するものです。 

 現在、村内において放課後児童健全育成事業を行っている事業者はありませ

んが、本条例は民間事業者等が放課後児童健全育成事業を開始及び運営される

場合に、村が審査をする基準となるもので、法律等の改正に伴い関係条文を整備

するものです。 

 

 

【放課後児童健全育成事業】 

通称「放課後児童クラブ」（所管：厚生労働省） 

保護者の就労や疾病等の理由により、放課後や休日昼間など保護者が家庭に

いない小学生に対し、小学校の余裕教室や公共施設等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。 

 

 

【改正のポイント】 

（１）児童の安全確保の強化 

（２）虐待対応の強化 

（３）業務継続計画の策定の追加    

（４）感染症及び食中毒予防等に係る規定の追加 

 

議第 6７号 王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 



 

 

議第６７号 

 

 

 

 

王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について 

 

 

 

王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年王滝村

条例第26号）の一部を改正する条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月１８日提出 

                                                      王 滝 村 長 越 原 道 廣 

令和７年１２月  日議決 

王滝村議会議長 下 出  謙 介 

 



 

（別紙） 

 

王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（案） 

 

王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年王滝村

条例第26号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全

育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対

する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生

活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所におけ

る安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよ

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画

の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動

その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点

呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認し

なければならない。 

第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に改め、同条の次

に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと



 

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発

生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第13条第２項中「必要な措置を講ずる」を「職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

る」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 



 

王滝村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）について 

新旧対照表  

改正後 改正前 

（安全計画の策定等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児

童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、

利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後

児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければな

らない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（自動車を運行する場合の所在の確認） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利

用者の所在を確認しなければならない。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10第１項各号

に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げ

る行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（業務継続計画の策定等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



 

改正後 改正前 

害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施するよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

 



 

 

 

 

 

 

【変更内容】 

 子ども家庭庁設置法（令和４年法律第 75 号）の施行に伴い、子ども・子育て

支援法（平成 24 年法律第 65 号）の一部改正が行われたことから、本条例の一

部を改正するものです。 

 

 子ども・子育て支援法により内閣府に設置されていた「子ども・子育て会議」

は、こども家庭庁に設置されている「こども家庭審議会」にその機能が移管され、

第 72 条から第 76 条までの５条が削除されいたことから、王滝村子ども・子育

て会議条例の第１条中に規定している「第 77 条第１項」を「第 72 条第１項」

に改めるものです。 

議第 68 号  王滝村子ども・子育て会議条例の一部改正について 



議第６８号 

 

 

王滝村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 

 

 王滝村子ども・子育て会議条例（平成 26 年王滝村条例第 23 号）の一部を 

改正する条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    令和 ７年１２月１８日  提 出 

     王 滝 村 長  越 原 道 廣  

 

    令和 ７年１２月  日  議 決 

     王滝村議会議長  下 出 謙 介  

 



 

（別 紙） 

 

 

王滝村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例（案） 

 

王滝村子ども・子育て会議条例（平成26年王滝村条例第23号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１条中「第77条第１項」を「第72条第１項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

王滝村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について（案）  

新旧対照表  

 

 

 

改正後  改正前  

（設置）  （設置）  

第１条  

子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という

。）第72条第１項の規定に基づき、王滝村子ども・子育て会議（

以下「子ども・子育て会議」という。）を設置する。  

 

第１条  

子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という

。）第77条第１項の規定に基づき、王滝村子ども・子育て会議（

以下「子ども・子育て会議」という。）を設置する。  

 



議第６９号 

 

 

 

王滝村村道の路線廃止について 

 

 

 

次のとおり、王滝村村道の路線廃止をすることについて道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第１０条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

記 

 

 

 

路線名 起 点 終 点 延 長 幅 員 
重要な 

経過地 

村道第 111号線 
木曽郡王滝村

3159-3 

木曽郡王滝村

922-1 
619.7ｍ 

5.5ｍ～  

15.0ｍ 
八海山 

村道第 123号線 
木曽郡王滝村

922 

木曽郡王滝村

922 
138.2ｍ 

7.0ｍ～

10.8ｍ 
八海山 

 

 

 

 

令和 ７年１２月１８日  提出 

王 滝 村 長  越原 道廣 

 

令和 ７年１２月  日  議決 

王滝村議会議長  下出 謙介      



 

議第７０号 

 

王滝村村道の路線変更について 

 

 

次のとおり、王滝村村道の路線変更をすることについて道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

 

路線 

番号 
路線名 

  起   点 総延長 最小幅員 重要な 

経過地  終   点 最大幅員 

42 
村道 

第42号線 

新 
木曽郡王滝村 3458-1 

6,820.7m 
3.5m 

下条区 
木曽郡王滝村 4221-9 13.7m 

旧 
木曽郡王滝村 3458 

6,812.1m 
3.5m 

下条区 
木曽郡王滝村 4221-9 13.7m 

74 
村道 

第74号線 

新 
木曽郡王滝村 2878-1 

45.5m 
2.1m 

下条区 
木曽郡王滝村 2844-1 4.5m 

旧 
木曽郡王滝村 2878-1 

45.2m 
2.6m 

下条区 
木曽郡王滝村 2844-1 4.5m 

75 
村道 

第75号線 

新 
木曽郡王滝村 2776-6 

136.6m 
3.0m 

下条区 
木曽郡王滝村 2883-1 11.9m 

旧 
木曽郡王滝村 2776-1 

147.3m 
3.0m 

下条区 
木曽郡王滝村 2883-1 8.9m 

76 
村道 

第76号線 

新 
木曽郡王滝村 2777-1(L ) 

269.9m 
2.6m 

下条区 
木曽郡王滝村 2813-1 7.8m 

旧 
木曽郡王滝村 2841-6 

271.7m 
2.6m 

下条区 
木曽郡王滝村 2813-1 9.5m 

 

 

 

令和 ７年１２月１８日  提出 

王 滝 村 長  越原 道廣 

 

令和 ７年１２月  日  議決 

王滝村議会議長  下出 謙介      



 

 

議第７１号 

 

令和７年度王滝村一般会計補正予算（第４号）について 

 

 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度王滝村一般会計補正予算をすることについて、別案のとおり提出

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月１８日  提 出  

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

 

令和７年１２月  日  議 決  

王滝村議会議長  下 出 謙 介 



 

 

議第７１号 

 

令和７年度王滝村一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 令和７年度王滝村一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 10,776 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

2,266,867千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 



 

 

令和７年１２月１８日  提 出  

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

 

令和７年１２月  日  議 決  

王滝村議会議長  下 出 謙 介 



14 国庫支出金 97,046 2,838 99,884

1 国庫負担金 10,078 849 10,927

2 国庫補助金 86,906 1,851 88,757

3 委託金 62 138 200

15 県支出金 64,237 499 64,736

1 県負担金 8,319 374 8,693

2 県補助金 51,506 125 51,631

18 繰入金 280,929 6,139 287,068

2 基金繰入金 280,929 6,139 287,068

21 村債 232,100 1,300 233,400

1 村債 232,100 1,300 233,400

歳　　入　　合　　計 2,256,091 10,776 2,266,867

第１表　歳入歳出予算補正

(単位　千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



1 議会費 19,867 471 20,338

1 議会費 19,867 471 20,338

2 総務費 921,322 3,301 924,623

1 総務管理費 883,277 3,301 886,578

3 民生費 146,529 1,119 147,648

1 社会福祉費 126,934 1,054 127,988

2 児童福祉費 19,455 0 19,455

3 国民年金事務取扱費 140 65 205

4 衛生費 166,313 476 166,789

1 保健衛生費 128,759 441 129,200

2 清掃費 37,554 35 37,589

6 農林水産業費 105,926 75 106,001

2 林業費 94,957 75 95,032

8 土木費 140,934 2,800 143,734

1 土木管理費 30,306 2,800 33,106

9 消防費 121,255 2,527 123,782

1 消防費 121,255 2,527 123,782

10 教育費 86,702 7 86,709

4 社会教育費 14,393 7 14,400

歳　　出　　合　　計 2,256,091 10,776 2,266,867

(単位　千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



第　２　表

　追　加

事　　　項 期　　　間 限　　度　　額

千円

公用車購入事業
（ゼロ債務負担行為）

令和８年度 12,600

債　務　負　担　行　為　補　正



第３表

（変　更）

限度額
起債の
方法

利率
償還の
方法

限度額
起債の
方法

利率
償還の
方法

千円 千円

緊急防災・
減災事業債

25,700 証書借入
　又は
証券発行

4.0％以内
（但し、利率
見直し方式で
借入れる資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　但し、村財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、若し
くは繰上償還をするこ
と又は低利に借換えを
することができる。

27,000 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

計 25,700 27,000

補　正　前 補　正　後

地　方　債　補　正

起債の
目的



14 国庫支出金 97,046 2,838 99,884

15 県支出金 64,237 499 64,736

18 繰入金 280,929 6,139 287,068

21 村債 232,100 1,300 233,400

歳入歳出補正予算事項別明細書
１ 総 括

(単位　千円)(歳入)

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　入　　合　　計 2,256,091 10,776 2,266,867



1 議会費 19,867 471 20,338 0 0 0 471

2 総務費 921,322 3,301 924,623 1,851 0 0 1,450

3 民生費 146,529 1,119 147,648 1,486 0 0 △367

4 衛生費 166,313 476 166,789 0 0 0 476

6 農林水産業費 105,926 75 106,001 0 0 0 75

8 土木費 140,934 2,800 143,734 0 0 0 2,800

9 消防費 121,255 2,527 123,782 0 1,300 0 1,227

10 教育費 86,702 7 86,709 0 0 0 7

(単位　千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

歳　　出　　合　　計 2,256,091 10,776 2,266,867 3,337 1,300 0 6,139



14 国庫支出金 97,046 2,838 99,884

1 国庫負担金 10,078 849 10,927

3 民生費国庫負担金 10,022 849 10,871 1 社会福祉費負担金 49 国民健康保険基盤安定負担金 47

国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 2

3 障害者自立支援給付費負担金 800 障害者自立支援給付費負担金 800

2 国庫補助金 86,906 1,851 88,757

2 総務費国庫補助金 79,211 1,851 81,062 1 総務費補助金 1,851 子ども・子育て支援事業費補助金 1,851

3 委託金 62 138 200

3 民生費委託金 62 138 200 1 国民年金事務委託金 138 国民年金事務委託金 138

15 県支出金 64,237 499 64,736

1 県負担金 8,319 374 8,693

3 民生費県負担金 8,297 374 8,671 1 社会福祉費負担金 △26 国民健康保険基盤安定負担金 △28

国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 2

3 障害者自立支援給付費負担金 400 障害者自立支援給付費負担金 400

2 県補助金 51,506 125 51,631

3 民生費県補助金 1,258 125 1,383 11 保育料軽減補助金 125 多子世帯保育料減免事業補助金 125

18 繰入金 280,929 6,139 287,068

2 基金繰入金 280,929 6,139 287,068

1 財政調整基金繰入金 199,870 6,139 206,009 1 繰入金 6,139 財政調整基金繰入金 6,139

21 村債 232,100 1,300 233,400

1 村債 232,100 1,300 233,400

9 消防債 25,700 1,300 27,000 2 緊急防災・減災事業債 1,300 防災備蓄倉庫整備事業 1,300

２　歳　入 (単位　千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

歳　　入　　合　　計 2,256,091 10,776 2,266,867



1 議会費 19,867 471 20,338 471

1 議会費 19,867 471 20,338 471

1 議会費 19,867 471 20,338 471

1 報酬 451

9 交際費 20

（議会事務局）
　議会一般経費 471471
　　　　議員報酬 451
　　　　　議員報酬 451
　　　　交際費 20
　　　　　議長交際費 20

2 総務費 921,322 3,301 924,623 1,851 1,450

1 総務管理費 883,277 3,301 886,578 1,851 1,450

4 財産管理費 190,992 940 191,932 940

10 需用費 940
（財産管理係）
　村営住宅管理費 940940
　　　　修繕費（その他） 940
　　　　　村営住宅修繕費 940

9 企画費 302,604 2,361 304,965 1,851 510

7 報償費 △101

8 旅費 △179

10 需用費 334

12 委託料 1,852

13 使用料及び賃借 △70
料

17 備品購入費 130

18 負担金補助及び 395
交付金

（総務係）
　地域情報化整備事業 1,8521,851 1
　　　　委託料（公共資産） 1,852(国)子ども・子育て支援事業費補助 1,851
　　　　　システム改修委託料 1,852　　金

　総務企画事業 509509
　　　　負担金（その他） 509
　　　　　木曽広域連合町村分担金 509

（総務課＿企画財政係（企画））
　地域おこし協力隊事業費
　　　　報償金 △101
　　　　　謝礼 △101
　　　　職員旅費 △179
　　　　　普通旅費 △179
　　　　消耗品費 397
　　　　　消耗品費 397
　　　　燃料費 40
　　　　　燃料費 40
　　　　食糧費 △63
　　　　　食糧費 △63
　　　　光熱水道費 △40
　　　　　光熱水費 △40
　　　　使用料 △70
　　　　　有料道路通行料・駐車場使用料 △70
　　　　備品購入費（その他） 130
　　　　　備品購入費 130
　　　　負担金（その他） △114

３　歳　出 (単位　千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



　　　　　講習会等負担金 △114

3 民生費 146,529 1,119 147,648 1,486 △367

1 社会福祉費 126,934 1,054 127,988 1,223 △169

1 社会福祉総務費 29,095 27 29,122 23 4

27 繰出金 27
（住民係）
　特別会計繰出金 2723 4
　　　　繰出金（その他） 27(国)国民健康保険基盤安定負担金 47
　　　　　国民健康保険基盤安定繰出金 24(国)国民健康保険未就学児均等割保 2
　　　　　国民健康保険未就学児均等割保険税繰出 3　　険税負担金
　　　　　金(県)国民健康保険基盤安定負担金 △28

(県)国民健康保険未就学児均等割保 2
　　険税負担金

2 老人福祉費 71,938 △573 71,365 △573

18 負担金補助及び △573
交付金

（福祉係）
　老人福祉一般経費 △559△559
　　　　負担金（その他） △559
　　　　　木曽広域連合介護特会負担金 △571
　　　　　木曽広域連合分担金 12

　老人福祉総合対策助成事業 △14△14
　　　　負担金（その他） △14
　　　　　木曽広域連合町村分担金 △14

3 障害者福祉費 13,215 1,600 14,815 1,200 400

19 扶助費 1,600
（福祉係）
　障害者自立支援給付費事業 1,6001,200 400
　　　　扶助費 1,600(国)障害者自立支援給付費負担金 800
　　　　　障害者自立支援給付費 1,600(県)障害者自立支援給付費負担金 400

2 児童福祉費 19,455 0 19,455 125 △125

4 保育園費 14,218 0 14,218 125 △125

（教育委員会事務局総務係）
　保育園一般経費125 △125
　　　　財源内訳補正(県)多子世帯保育料減免事業補助金 125

3 国民年金事務取扱 140 65 205 138 △73
費

1 国民年金事務取扱 140 65 205 138 △73
費

12 委託料 65

（住民係）
　国民年金事務一般経費 65138 △73
　　　　委託料（その他） 65(国)国民年金事務委託金 138
　　　　　システム改修委託料 65

4 衛生費 166,313 476 166,789 476

1 保健衛生費 128,759 441 129,200 441

(単位　千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



1 保健衛生総務費 80,239 441 80,680 441

18 負担金補助及び 441
交付金

（企画財政係（財政））
　公営企業支出金 440440
　　　　交付金助成金 440
　　　　　簡易水道事業補助金 440

（保健衛生係）
　保健衛生一般経費 11
　　　　負担金（その他） 1
　　　　　木曽広域連合町村分担金 1

2 清掃費 37,554 35 37,589 35

1 清掃総務費 37,554 35 37,589 35

18 負担金補助及び 35
交付金

（建設水道係（環境））
　清掃一般経費 3535
　　　　負担金（その他） 35
　　　　　木曽広域連合衛生費分担金 28
　　　　　木曽広域連合衛生費負担金 7

6 農林水産業費 105,926 75 106,001 75

2 林業費 94,957 75 95,032 75

1 林業総務費 2,574 75 2,649 75

18 負担金補助及び 75
交付金

（林業振興係）
　林業総務一般経費 7575
　　　　負担金（その他） 75
　　　　　木曽広域連合林業費分担金 75

8 土木費 140,934 2,800 143,734 2,800

1 土木管理費 30,306 2,800 33,106 2,800

2 自動車費 26,636 2,800 29,436 2,800

10 需用費 2,800
（建設水道係（建設））
　公用車管理経費 2,8002,800
　　　　修繕費（その他） 2,800
　　　　　公用車車検代 2,000
　　　　　小修繕費 800

9 消防費 121,255 2,527 123,782 1,300 1,227

1 消防費 121,255 2,527 123,782 1,300 1,227

1 非常備消防費 55,448 1,197 56,645 1,197

18 負担金補助及び 1,197
交付金

（総務係）
　非常備消防費 1,1971,197
　　　　負担金（その他） 1,197
　　　　　木曽広域連合消防費分担金 1,197

(単位　千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



3 災害対策費 63,076 1,330 64,406 1,300 30

14 工事請負費 1,330
（総務係）
　災害対策一般経費 1,3301,300 30
　　　　建物等新設増築工事 1,330(村)防災備蓄倉庫整備事業 1,300
　　　　　防災備蓄倉庫整備工事 1,330

10 教育費 86,702 7 86,709 7

4 社会教育費 14,393 7 14,400 7

3 文化財保護費 1,192 7 1,199 7

18 負担金補助及び 7
交付金

（教育委員会事務局総務係）
　文化財保護一般経費 77
　　　　負担金（その他） 7
　　　　　木曽広域連合埋蔵文化財分担金 7

歳　出　合　計 2,256,091 10,776 2,266,867 3,337 1,300 0 6,139

(単位　千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



千円 千円 千円 千円 千円

12,600 令和８年度 12,600 12,600

債務負担行為の翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額

又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度までの支出
（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

一般
財源

左の財源内訳

金額期間金額期間

事項
限度額
等 特定

財源

公用車購入事業
（ゼロ債務負担行為）



 

 

議第７２号 

 

令和７年度王滝村特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算（第３号）について 

 

 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度王滝村特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算をすることに

ついて、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 １２月 １８日 提 出 

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

 

令和７年 １２月   日 議 決 

王滝村議会議長  下 出 謙 介 



 

 

議第７２号 

 

令和７年度王滝村特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算（第３号） 

 

 

 令和７年度王滝村特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 9,310 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

85,989千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

令和７年 １２月 １１日  提 出 

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

 

令和７年 １２月   日  議 決 

王滝村議会議長  下 出 謙 介 



1 国民健康保険税 9,136 1,413 10,549

1 国民健康保険税 9,136 1,413 10,549

6 県支出金 55,637 7,159 62,796

1 県負担金 55,637 7,159 62,796

10 繰入金 9,378 738 10,116

1 他会計繰入金 9,378 738 10,116

歳　　入　　合　　計 76,679 9,310 85,989

第１表　歳入歳出予算補正

(単位　千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



2 保険給付費 42,261 7,159 49,420

1 療養諸費 35,951 4,159 40,110

2 高額療養費 5,681 3,000 8,681

3 国民健康保険事業費納付金 12,810 27 12,837

1 医療給付費分 7,431 27 7,458

8 諸支出金 15,616 2,124 17,740

2 償還金 2,100 2,124 4,224

歳　　出　　合　　計 76,679 9,310 85,989

(単位　千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計



1 国民健康保険税 9,136 1,413 10,549

6 県支出金 55,637 7,159 62,796

10 繰入金 9,378 738 10,116

歳入歳出補正予算事項別明細書
１ 総 括

(単位　千円)(歳入)

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　入　　合　　計 76,679 9,310 85,989



2 保険給付費 42,261 7,159 49,420 7,159 0 0 0

3 国民健康保険事業費納付金 12,810 27 12,837 0 0 27 0

8 諸支出金 15,616 2,124 17,740 0 0 0 2,124

(単位　千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

歳　　出　　合　　計 76,679 9,310 85,989 7,159 0 27 2,124



1 国民健康保険税 9,136 1,413 10,549

1 国民健康保険税 9,136 1,413 10,549

1 一般被保険者国民健康保険税 9,136 1,413 10,549 1 医療給付費分現年課税分 996 医療給付費分現年課税分 996

2 後期高齢者支援金分現年課税分 390 後期高齢者支援金分現年課税分 390

3 介護納付金分現年課税分 27 介護納付金分現年課税分 27

6 県支出金 55,637 7,159 62,796

1 県負担金 55,637 7,159 62,796

1 保険給付費等交付金 55,637 7,159 62,796 1 普通交付金 7,159 普通交付金 7,159

　普通交付金 7,159

10 繰入金 9,378 738 10,116

1 他会計繰入金 9,378 738 10,116

1 一般会計繰入金 7,882 27 7,909 1 保険基盤安定繰入金 24 保険基盤安定繰入金 24

3 未就学児均等割保険税繰入金 3 未就学児均等割保険税繰入金 3

2 基金繰入金 1,496 711 2,207 1 基金繰入金 711 基金繰入金 711

２　歳　入 (単位　千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

歳　　入　　合　　計 76,679 9,310 85,989



2 保険給付費 42,261 7,159 49,420 7,159

1 療養諸費 35,951 4,159 40,110 4,159

1 一般被保険者療養 35,735 4,159 39,894 4,159
給付費

18 負担金補助及び 4,159
交付金

（住民係）
　一般被保険者療養給付費 4,1594,159
　　　　負担金（その他） 4,159(県)普通交付金 4,159
　　　　　一般被保険者療養給付費 4,159

2 高額療養費 5,681 3,000 8,681 3,000

1 一般被保険者高額 5,581 3,000 8,581 3,000
療養費

18 負担金補助及び 3,000
交付金

（住民係）
　一般被保険者高額療養費 3,0003,000
　　　　負担金（その他） 3,000(県)普通交付金 3,000
　　　　　一般被保険者高額療養費 3,000

3 国民健康保険事業 12,810 27 12,837 27
費納付金

1 医療給付費分 7,431 27 7,458 27

1 一般被保険者医療 7,431 27 7,458 27
給付費分

18 負担金補助及び 27
交付金

（住民係）
　一般被保険者医療給付費事業 2727
　　　　負担金（その他） 27(繰)保険基盤安定繰入金（保険税軽 24
　　　　　一般被保険者医療費給付費 27　　減分）

(繰)未就学児均等割保険税繰入金 3

8 諸支出金 15,616 2,124 17,740 2,124

2 償還金 2,100 2,124 4,224 2,124

1 償還金 2,100 2,124 4,224 2,124

22 償還金利子及び 2,124
割引料

（住民係）
　償還金 2,1242,124
　　　　還付及び加算金 2,124
　　　　　保険給付費等交付金償還金 2,124

歳　出　合　計 76,679 9,310 85,989 7,159 0 27 2,124

３　歳　出 (単位　千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



議第７３号 

 

 

   令和７年度王滝村公営企業簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

について 

 

 

 

 

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和７年度王滝村公営企業簡易水

道事業会計予算を補正することについて、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月１８日  提 出  

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

 

令和７年１２月  日  議 決  

王滝村議会議長  下 出 謙 介

 



（科　　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円簡易水道事業収益

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円簡易水道事業費用

令和７年１２月１８日　  提　出　　

王　滝　村　長　　　越 原　道 廣　　

令和７年１２月　    日　  議　決　　　

王滝村議会議長　　下 出　謙 介　　　

36,293

議第 73 号

令和７年度 王滝村公営企業簡易水道事業会計補正予算（第３号）

　　（総則）

第１条  令和７年度王滝村公営企業簡易水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

440 千円 千円千円 36,733

支　　　　　　出

第１款

第１項 営 業 費 用

75,300 千円 440 千円 75,740 千円

72,987 千円 440 千円 73,427 千円

第１款 千円

第２項 営 業 外 収 益

　　（収益的収入及び支出）

収　　　　　　入

61,855 440 千円 62,295 千円

第２条　収益的収入及び支出の予定額、次のとおりと定める。

　　（他会計からの補助金）

第３条  簡易水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、41,398千円である。



（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備            考

1　簡易水道事
業収益

61,855 440 62,295

1 営業外収益 36,293 440 36,733

1 他会計補助金 30,260 440 30,700

（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備            考

1　簡易水道事
業費用

75,300 440 75,740

1 営業費用 72,987 440 73,427

1 配水及び給水
費

32,824 440 33,264

令和７年度　王滝村公営企業簡易水道事業会計補正予算（第３号）実施計画

収益的収入及び支出

支出

収入



（単位：千円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

　 　当年度純利益（△は当年度純損失） △ 12,832
　減価償却費 19,457
　賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 185
　長期前受金戻入額 △ 6,033
　受取利息及び受取配当金 0
　支払利息 40
　固定資産売却損益（△は益） 0
　未収金の増減額（△は増加） 0
　未払金の増減額（△は減少） 853
　
　小計 1,300
　
　利息及び配当金の受取額 0
　利息の支払額 △ 40
　
　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,260
　

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
　
　有形固定資産の取得による支出 △ 8,071
　補助金等による収入 10,698
　
　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,627
　

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 800
　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,220
　
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 420
　

　　資金増加額（又は減少額） 3,467
　　資金期首残額 19,833
　　資金期末残額 23,300

令和7年度　王滝村公営企業簡易水道事業会計　予定キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日　から　令和8年3月31日まで）



（単位：千円）

1　営　業　収　益

(1) 給 水 収 益 23,239

(2) そ の 他 営 業 収 益 23,239

2　営　業　費　用

(1) 配 水 及 び 給 水 費 30,239

(2) 総 係 費 20,315

(3) 減 価 償 却 費 19,457

(4) そ の 他 営 業 費 用 70,011

営 業 損 失 46,772

3　営　業　外　収　益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2) 他 会 計 補 助 金 30,700

(3) 長 期 前 受 金 戻 入 6,033

(4) 雑 収 益 0 36,733

4　営　業　外　費　用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 40

(2) 雑 支 出 2,733 2,773 33,960

経 常 損 失 12,812

5　特　別　利　益

(1) そ の 他 特 別 利 益 0

(2) 過 年 度 損 益 修 正 益 0

(3) 固 定 資 産 売 却 益 0 0

6　特　別　損　失

(1) そ の 他 特 別 損 失 20

(2) 減 損 損 失 0

(3) 過 年 度 損 益 修 正 損 0 20

当 年 度 純 損 失 12,832

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 2,244

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 15,076

令和7年度　王滝村公営企業簡易水道事業会計予定損益計算書
（令和7年4月1日　から　令和8年3月31日まで）



（単位：千円）

１ 固　定　資　産

（１） 有　形　固　定　資　産

イ 土 地 0

ロ 建 物 4,668

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,721 947

ハ 構 築 物 1,049,798

減 価 償 却 累 計 額 △ 747,067 302,731

ニ 機 械 及 び 装 置 185,515

減 価 償 却 累 計 額 △ 146,102 39,413

ホ 車 両 運 搬 具 2,092

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,987 105

有 形 固 定 資 産 合 計 343,196

（３） 投　資　そ　の　他　の　資　産

イ 基 金 9,800

投 資 合 計 9,800

固 定 資 産 合 計 352,996

２ 流　動　資　産

(１) 現 金 預 金 23,300

(２) 未 収 金 4,453

貸 倒 引 当 金 0 4,453

流 動 資 産 合 計 27,753

資 産 合 計 380,749

３ 固　定　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 5,050

ロ そ の 他 の 企 業 債 0 5,050

固 定 負 債 合 計 5,050

４ 流　動　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 820

ロ そ の 他 の 企 業 債 0 820

(３) 未 払 金 4,782

(４) 引 当 金 1,065

流 動 負 債 合 計 6,667

５ 繰　延　収　益

（１） 長 期 前 受 金 452,004

（２） 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 341,447

繰 延 収 益 合 計 110,557

負 債 合 計 122,274

６ 資　本　金

(１) 固 有 資 本 金 273,551

資 本 金 合 計 273,551

７ 剰　余　金

（１） 利　益　剰　余　金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 15,076

利 益 剰 余 金 合 計 △ 15,076

剰 余 金 合 計 △ 15,076

資 本 合 計 258,475

負 債 ・ 資 本 合 計 380,749

令和7年度　王滝村公営企業簡易水道事業会計　予定貸借対照表
令和8年3月31日

資　産　の　部

資　本　の　部

負　債　の　部



重要な会計方針

地方公営企業法会計基準を適用し、財務諸表等を作成している

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法：定額法

・主な耐用年数

建物　７～５０年

構築物　１０～６０年

機械及び装置　６～２０年

車輛運搬具　３～７年

工具器具及び備品　３～１５年

引当金の計上方法

退職給付引当金

賞与引当金

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担
　 貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）
のうち、他会計が負担すると見込まれている額は、820千円である。

3

Ⅱ

Ⅲ

（1）

注記事項

Ⅰ

1

（1）

2

（2）

（1）
　 本村は、退職手当組合に加入しており、簡易水道事業は当該組合に掛金を負担しているが、追加的な負担はすべて
一般会計において負担しているため、簡易水道事業会計において退職給付引当金を計上していない。

　 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する
額（翌年度６月に支給する額のうち１２月～３月分に相当する額）を計上している。



セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自：令和７年４月１日　至：令和８年３月３１日）

営業収益

営業費用

営業損益

経常損益

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

特別利益

特別損失

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

△6,897 △5,915 △12,812 

198,814 181,935 380,749 

17,199 24,199 41,398 

10,561 8,896 19,457 

0 

村営水道事業 おんたけ高原 簡易水道事業 合計

13,585 9,654 23,239 

1
　簡易水道事業会計は、村営水道事業及びおんたけ高原簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定している
ことから、村営水道事業及びおんたけ高原簡易水道事業の２つを報告セグメントとしている。

　なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分 事業の内容

Ⅳ

おんたけ高原
簡易水道事業

おんたけ高原簡易水道に係る配水及び給水業務、施設維持
管理業務

村営水道事業
王滝村簡易水道、滝越簡易水道、九蔵簡易水道、鞍馬簡易
給水施設に係る配水及び給水業務、施設維持管理業務

2

（単位：千円）

56,029 66,245 122,274 

36,933 33,078 70,011 

△23,348 △23,424 △46,772 

△9,588 △1,798 △11,386 

0 0 

10 10 20 



令和７年度王滝村公営企業簡易水道事業会計会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区　分 金　額

61,855 440 62,295

36,293 440 36,733

他会計補助金 30,260 440 30,700 他会計補助金 440 ・
(高水)他会計補助金（収益
的）

440

支出

（単位：千円）

区　分 金　額

75,300 440 75,740

72,987 440 73,427

配水及び給水費 32,824 440 33,264 光熱水費 440 ・ (高水)光熱水費 440

節
説　　　明

簡易水道事業費用

営業費用

簡易水道事業収益

営業外収益

款　項　目 補正前 補正額 補正後

説　　　明款　項　目 補正前 補正額 補正後
節
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